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第２節 高齢者の住まいの確保等に向けた取組 
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第１節 高齢者の住まいを取り巻く状況 

１ 地域包括ケアシステムにおける住まいの役割 

○ 地域包括ケアシステムを構成する 5 つの要素（医療、介護、介護予防、住まい、生

活支援）の中でも、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために基本と

なるのが「住まい」とされています1。 

○ 高齢者の自立した日常生活を支援するためには、本人の希望にかなった適切な住ま

いが基盤となり、住まいでの生活を支える生活支援サービスや、利用者のニーズにあ

った医療・介護等の専門サービス等が、上手に組み合わされて提供されることが重要

です。 

○ 都は、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築に向けて、住宅施策と福祉

施策との間で連携を図り、高齢者の住まいの確保に取り組んでいきます。 

 

２ 高齢者の住まいをめぐる状況 

（高齢者世帯の増加） 

○ 平成 27年の国勢調査によると、東京都における高齢夫婦世帯は約 56万世帯（総世

帯に占める割合は 8.4％）、高齢者単独世帯は約 74万世帯（総世帯に占める割合は

11.1％）となっています。＜P.○○参照＞ 

○ 今後も、東京都における高齢者のみの世帯は増加が続き、とりわけ、一般世帯に占

める高齢者単独世帯の割合が大幅に増えると予測されています。 

 

  

                            
1 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 最終報告（平成 28年 3月） 

 平成 28 年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステム構築に向けた制

度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書」（平成 29年 3月）等 
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（高齢者の住居の状況） 

○ 東京都における高齢者の住まいの状況について見ると、65歳以上の世帯員がいる一

般世帯では、持ち家（一戸建て、分譲マンションなどの合計）が 68.5％、借家（公営

の借家・都市再生機構・公社の借家、民営の借家の合計）が 30.1％となっています。

いずれかが 65歳以上の夫婦のみ世帯では、持ち家が 77.1％、借家が 21.9％であるの

に比べ、65歳以上単独世帯では、持ち家が 51.2％、借家が 46.8％と、借家の割合が

高くなっています。全国と比較すると、どの世帯類型においても、東京都では持ち家

の割合が全国より低く、民営の借家の割合が高い状況にあります。特に 65歳以上単独

世帯では、民営の借家が約 3割を占めています。 

 

＜高齢期における住居の状況（世帯の種類別）[東京都・全国]＞ 

 

資料 ： 総務省「国勢調査」（平成 27年） 
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（希望する高齢期の住まい） 

○ 都内の 65歳以上の在宅高齢者に対して、希望する高齢期の住まいについて聞いたと

ころ、「現在の住宅に住み続けたい」人の割合が最も高く、53.4％となっています。 

 

＜希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき）[東京都]＞ 

 

３ 現行制度における高齢者の住まい 

 

 

３ 現行制度における住まい（高齢者向け住宅の種類等） 

○ 高齢者の住まいには、次のページの表のように様々な種類があります。東京都では、

高齢者が多様なニーズに応じた居住の場を選択できるようにするとともに、身体状況

等に応じて必要なサービスを受けられるよう、高齢者が安心して居住できる住まいの

充実を図っています。 

  

53.4%

2.5%

6.6%

8.9%

14.1%

1.1%

1.1%

12.2%

1.現在の住宅（在宅）に住み続けたい

2.子供や親族の家またはその近くの一般の住宅に移りた

い

3.有料老人ホームに入居したい

4.高齢者向け住宅（サービス付き高齢者向け住宅など）に

入居したい

5.介護保険で入所できる施設（特別養護老人ホームなど）

に入所したい

6.上記2～5以外の一般の住宅に移りたい

（自然環境のよいところ、生まれ育ったところなど）

7.その他

8.わからない

総数=4,071人

資料 ： 東京都福祉保健局「平成 27年度東京都福祉保健基礎調査 高齢者の生活実態」 
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＜高齢者のための住まい（住宅・施設）＞ 

 

 

 

 

概要 介護サービス

都で定める一定の基準を満たす高齢者の入居を拒まない賃貸
住宅として都に登録された住宅

外部の介護サービスを
利用

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
ス、生活相談サービス等の付いた住宅として、「高齢者の居
住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県等に登録され
た住宅。収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。
有料老人ホームに該当するものは、特定施設入居者生活介護
の事業者指定を受けることも可能。

外部の介護サービスを
利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生活
介護の場合）

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として、旧「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」等に基づき、都に供給計画の認定を受けた住宅。収
入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。

バリアフリー化された住宅として、「高齢者の居住の安定確
保に関する法律」に基づき、国の補助等を受けて整備された住
宅。収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。都内の
住宅は、独立行政法人都市再生機構が管理している。

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として都に認定された住宅。収入に応じて家
賃減額を受けられる住宅もある。

国で定める一定の基準を満たす高齢者など住宅確保要配慮者
の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県等に登録された
住宅

外部の介護サービスを
利用

常時介護が必要で家庭での生活が困難な人が、介護や身の回り
の世話を受けながら生活する施設

病状が安定し、病院から退院した人などが、リハビリテー
ションを中心とする医療的ケアと介護を受ける施設

比較的長期にわたって療養が必要な人が入院して、療養上の管
理や介護を受ける施設

環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困難
な高齢者が区市町村の措置により入所し、社会復帰の促進及び
自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行う施設

本人の収入に応じて低額な費用で日常生活上必要なサービス
を受けながら、自立した生活を送ることができる住まい

居室面積要件等の施設基準を緩和した軽費老人ホーム

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム。元
気な人も入居可能なものや、入居を介護が必要な人に限るも
のがあるなど、様々なタイプがある

施設スタッフにより介
護サービス提供

食事等の日常生活上のサービスは付くが、介護サービスは別
契約で外部の事業所を利用する有料老人ホーム

外部の介護サービスを
利用

食事等の日常生活上のサービスが付いた有料老人ホーム。介
護が必要になると原則として退去しなければならない

なし

認知症高齢者が、５～９人の少人数で、家庭的な雰囲気のもと
で介護や身の回りの世話を受けながら共同生活を送る住まい

施設スタッフにより介
護サービス提供

認知症高齢者
グループホーム

住
　
　
　
　
　
宅

住宅確保要配慮者円滑入
居賃貸住宅

養護老人ホーム

外部の介護サービスを
利用高齢者向けの優良な賃貸

住宅

シルバーピア
（シルバーハウジング）

施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設

介
護
保
険
施
設

特別養護老人ホーム

施設スタッフにより介
護サービス提供

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

そ
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
他

外部の介護サービスを
利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生活
介護の場合）

軽費老人ホーム
（ケアハウス）

都市型軽費老人ホーム

介護付有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

健康型有料老人ホーム

区分 名称

東京シニア円滑入居
賃貸住宅

サービス付き
高齢者向け住宅

東京都高齢者向け優良賃
貸住宅

（注）施設のうち「その他」に該当するもので提供される介護サービスは、介護保険制度上、在宅サービ

スに該当します。 

資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成 

今後更新予定 
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○ 平成 23年には、高齢者住まい法が改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用

賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度と特定施設入居者生活介護の指定を受け

ることができた適合高齢者専用賃貸住宅が廃止となり、サービス付き高齢者向け住宅

の登録制度が創設されました。 

 

＜高齢者住まい法の改正に伴う高齢者向け住宅の推移（イメージ図）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者専用賃貸住宅 

高齢者円滑入居賃貸住宅  

サービス付き高齢者向け住宅 
・高齢者の入居を拒まない一定の基準を満たした
住宅として都道府県へ登録（高齢者以外も賃借人と

なれる。） 

 

・専ら高齢者又はその配偶者を賃借人と

する住宅として都道府県へ登録 

 

・面積、バリアフリー、緊急時対応

サービスなどの基準に基づき都道

府県が認定 

 

・一定の面積・設備・バリアフリー 

 基準を満たした住宅として都道府

県等へ登録 

・安否確認、生活相談、緊急時対応 
サービスの提供 

の日中常駐によるサービスの提供 

・高齢者円滑入居賃貸住宅の基準を満たさず、 

高齢者の入居を拒まない住宅 

（高齢者以外も賃借人となれる。） 

 

 

・有資格者や一定の経験を有する者等 

法 改 正 前 法 改 正 後 

○ 都の独自制度に基づく住宅 

注）高齢者専用賃貸住宅のうち、面積・日常生活上のサービスの提供などが厚生労働省の 
定める基準に適合するものを適合高齢者専用賃貸住宅といい、介護保険上の特定施設に 
位置付けられていた。 

東京都高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者向けの優良な賃貸住宅 高齢者向けの優良な賃貸住宅 

・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

・バリアフリー化され、安否確認サービス、

緊急時対応サービスの付いた住宅として

都が認定 

○ 「高齢者住まい法」に基づく住宅（平成 23年 10月開始） 

・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

・高齢者の入居を拒まない住宅（高齢者以外も 

賃借人となれる。） 

 

 

東京シニア円滑入居賃貸住宅 
（平成 22年 9月開始） 
 

東京シニア円滑入居賃貸住宅 
（平成 23年 10月～） 
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○ また、平成 29年 4月には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成 19年法律第 112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）の改正

により、高齢者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度が創設され、

同年 10月より運用開始されました。 

 

４ 都と区市町村の役割 

○ 区市町村は、基礎的自治体として、公営住宅の供給などの住宅セーフティネットを

はじめとする住宅政策において中心的な役割を果たすことが期待されます。また、地

域の特性に応じた施策を着実に推進するため、住まいづくり・計画の策定等により方

向性を示しつつ、地域住民や地元の事業者と連携を図りながら、効果的かつ効率的に

取り組んでいくことが求められます。 

○ 都は、広域的自治体として、都全域に共通する制度基盤の整備等を担うとともに、

区市町村に対する補完機能及び調整機能を果たしていきます。また、区市町村の高齢

者向け住宅施策に対する財政支援や、区市町村居住支援協議会の設立促進・活動支援

など、地域の特性に応じた区市町村の主体的な取組を支援し、協働して地域の住宅政

策に取り組みます。 
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第２節 高齢者の住まいの確保等に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高齢者向け住宅等の確保・居住支援 

（１）高齢者のための居住支援 

≪見守りに関する取組の詳細は、第２部第７章第２節４を参照≫ 

 

【現状と課題】 

＜住宅のバリアフリー化＞ 

○ 都内の住宅におけるバリアフリー化（手すりがあるなど高齢者等のための設備の

有無）を持ち家・借家別に見ると、高齢者のための設備がある住宅の割合は持ち家

で 67.6％、借家で 33.5％となっており、借家における高齢者等のための設備の普及

割合は持ち家に比べて低くなっています。また、共同住宅の共用部分のバリアフリ

ー化率は 21.4％に止まっています。 

○ さらに、高齢者の居住する住宅に着目すると、一定のバリアフリー化2が図られて

いる住宅は 42.9％となっており、高齢者が安全に暮らすことのできるバリアフリー

化された住宅ストックが十分には形成されていない状況です。 

 

  

                            
2
 一定のバリアフリー化 

「手すりの設置（2か所以上）」又は「段差のない屋内」を満たすこと。 

○ 高齢者の多様なニーズを踏まえ、賃貸住宅や高齢者向け施設などの住まいが適切

に供給される環境を整備するなど、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができる住まいを確保します。 

○ 東京都福祉のまちづくり条例や高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に

関する条例（建築物バリアフリー条例）に基づき、福祉のまちづくりを支援してい

きます。 

○ 要配慮者対策に取り組む区市町村を支援するなど、高齢者の安全・安心を確保し

ます。 
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＜住宅のバリアフリー化の状況[東京都]＞ 

  

 

＜高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率[東京都]＞ 

 

（資料) 総務省「平成 25年住宅・土地統計調査」 
（注） ・一定のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」又は「段差のない 屋内」を満たす住宅 
（注） ・高度のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」、「段差のない屋内」、「廊下などが車いすで通行 

可能な幅」のいずれも満たす住宅 
 

   

  

61.3%

50.4%

28.3%

21.9%

25.6%

20.3%

42.9%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者等のための設備がある

手すりがある

またぎやすい高さの浴槽

廊下などが車いすで通行可能な幅

段差のない屋内

道路から玄関まで車いすで通行可能

一定のバリアフリー化

うち高度のバリアフリー化
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＜民間賃貸住宅における入居制限＞ 

○ 民間賃貸住宅においては、高齢者の入居を拒まない住宅や高齢者専用の賃貸住宅

が供給されている一方、家賃の不払、入居中の事故等に対する家主の不安などから、

単身の高齢者や高齢者のみ世帯は不可とするなどの入居制限が行われている状況が

依然として見られます。 

 

＜民間賃貸住宅における入居制限の状況[全国]＞ 

 

 

 

 ＜地域から孤立しがちな高齢者を支える仕組みづくり＞ 

○ 高齢化と核家族化の進展により一人暮らしの高齢者は増加しており、社会や地域

とのつながりが希薄になっている高齢者もいます。そのため、地域から孤立しがち

な高齢者に対する見守りや地域における支え合いの仕組みづくりが必要です。 

 

  

（資料）「家賃債務保証会社の実態報告書」（H26年度）/公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 
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【施策の方向】 

■ 住宅のバリアフリー化を推進します 

○ 高齢者が自宅において自立した生活を送ることができるよう、新築住宅のバリア

フリー化や既存住宅のバリアフリー改修を促進します。 

○ 高齢者が居住する住宅については、平成 37 年までに 80％で一定のバリアフリー

化が図られることを目指します。また、共同住宅の共用部分については、平成 37年

までに 30％のバリアフリー化が図られることを目指します。 

○ 都営住宅の建替えに当たっては、バリアフリー化を引き続き推進していきます。

既存住宅についても、中層住宅へのエレベーターの設置や、入居中の高齢者の希望

に応じ、手すりの設置などの設備改善に引き続き取り組みます。 

○ 東京都住宅供給公社の一般賃貸住宅（以下「公社住宅」という。）の建替えに当た

っては、バリアフリー化を引き続き推進していきます。既存住宅についても、入居

中の高齢者の希望に応じ、手すりの設置などの設備改善に引き続き取り組みます。 

○ 共同住宅においては、エレベーター設置といった共用部分のバリアフリー改修な

ど既存ストックの性能向上の促進に向け、管理組合等への普及啓発や利子補給等に

よる支援に取り組みます。 

○ 高齢者が安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、都、区市町村、関

係団体、民間事業者、都民等が連携して、民間住宅やまちづくりにおけるバリアフ

リー化を促進します。 

○ 介護保険制度3、高齢社会対策区市町村包括補助事業（住宅改善事業）などの活用

による住宅のバリアフリー化の支援を行います。 

 

  

                            
3 介護保険制度における住宅のバリアフリー化（住宅改修） 

在宅の要介護（要支援）者が、実際に居住している住宅について、手すりの取付けや段差の解消等の一定の

住宅改修を行った場合、介護保険の給付対象となる。 
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 ■ 公共住宅に加え、民間賃貸住宅への入居促進による重層的な住宅セーフティネット 

を強化します 

○ 低所得者であること、入居制限を受けることなどを理由に、市場において自力で

は適正な水準の住宅を確保することが困難な都民の居住の安定を確保するため、都

営住宅、公社住宅など公共住宅のストックを有効に活用して、公平で柔軟な住宅セ

ーフティネットを構築していきます。 

○ 自宅等で暮らす、見守り等が必要な高齢者やその家族の不安を軽減するとともに、

民間賃貸住宅において、事故やトラブルに対する家主の不安の軽減を図り、高齢者

等が円滑に入居できるよう環境整備に取り組みます。 

○ 高齢者など住宅確保要配慮者4の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、

区市町村における居住支援協議会5の設立を促進するとともに、その活動を支援しま

す。 

○ 住宅セーフティネット法に基づく高齢者等の入居を拒まない住宅の登録制度を実

施するとともに、登録住宅への支援を行うことにより、その供給を促進します。 

 

 ■ 地域で高齢者を支える仕組みの整備を支援します 

○ 日常生活に不安のある高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

住まいの確保と見守り等の生活支援を一体的に提供する区市町村の取組を支援して

いきます。 

○ 低所得高齢者が、介護保険施設等の本来的な居場所を確保するまでの間も安心し

て居住できるよう、中間的居場所を整備する区市の取組を支援していきます。 

  

                            
4 住宅確保要配慮者 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者 
5 居住支援協議会 

住宅セーフティネット法に基づき、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図

るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して必要な支援等を実施する組織 
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【主な施策】 

・住宅改善事業（バリアフリー化等）［高齢社会対策区市町村包括補助事業］〔福祉保健

局〕 

  高齢期においても住み慣れた住まいで安心して暮らし続けられるよう、介護保険の

住宅改修給付の対象とならない高齢者のいる世帯を対象として住宅改善事業を実施す

る区市町村を支援します。 

・あんしん居住制度〔都市整備局〕 

  高齢者等が安心して住み続けるための入居支援として、見守りサービス等を実施す

る「あんしん居住制度」（公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの自主事

業）について、不動産関係団体等との連携により普及を促進するなど、民間賃貸住宅

において入居制限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を図ります。 

・居住支援協議会〔都市整備局〕 

  地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、関係団体等とともに居住支援協議会

を設立し、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る具体的な

取組を円滑に実施できるよう、東京都居住支援協議会（平成 26年 6月設立）は、広域

的な立場から、区市町村における協議会の設立促進・活動支援や都民への幅広い啓発

活動などを行います。 

・生活支援付すまい確保事業〔福祉保健局〕 

  住宅に困窮し、日常生活に不安のある低所得高齢者等が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、居住支援協議会等を活用して、住まいの確保と見守り等の生活支援を

一体的に提供する区市町村の取組を支援します。 

・寄りそい型宿泊所事業〔福祉保健局〕 

  身体機能が低下し、見守りが必要となった低所得高齢者等が、本来的な居場所（介

護保険施設等）を確保するまでの間も、不安なく居住できる中間的居場所（無料低額

宿泊所）を整備する区市の取組を支援します。 
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＜居住支援協議会の取組＞ 

区市町村居住支援協議会における 

取組事例についてコラムを追加予定 
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（２）高齢者向け住宅等の供給促進 

【現状と課題】 

＜高齢者が安心して居住できる住まいの確保＞ 

○ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、今後の住まいの整備

に当たっては、居住空間の質の確保に加え、生活支援や介護・医療等のサービスの

確保についても一体的に考えていく必要があります。 

○ 都内でのサービス付き高齢者向け住宅等6は、平成 30 年 3 月 1 日時点で●●戸に

のぼっています。一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯が急激に増加している現状を

踏まえ、引き続きサービス付き高齢者向け住宅等の供給促進が求められています。 

○ 都内でのサービス付き高齢者向け住宅の入居者の平均要介護度は、平成 29年 7月

現在 1.59となっており、今後も医療や介護と連携したサービス付き高齢者向け住宅

の充実を図っていくことが重要です。 

○ 住み慣れた地域において多様な世代によるコミュニティの中で安心して住み続け

ることができるよう、高齢者のニーズに対応した多様なサービス付き高齢者向け住

宅の供給が求められています。 

 

  

                            
6 サービス付き高齢者向け住宅等 

サービス付き高齢者向け住宅、東京都高齢者向け優良賃貸住宅及び独立行政法人都市再生機構が管理する高

齢者向けの優良な賃貸住宅 

現時点で更新不可 

3 月頃更新予定 
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＜サービス付き高齢者向け住宅入居者の要介護度＞ 

 

 

 

 

 

  資料：東京都都市整備局住宅政策推進部「平成 29年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」 
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 ＜空き家の現状＞ 

○ 平成 25年における都内の空き家率は約 11％であり、平成 10年からほぼ横ばいと

なっていますが、戸数は５年前に比べて約 7万戸増加し、約 82万戸になっています。 

○ 活用可能と考えられる「腐朽・破損なし」の空き家は約 66万戸存在し、このうち、

賃貸用の空き家は約 49万戸、長期不在等の空き家は約 11万戸となっています。 

 

＜空き家数及び空き家率の推移［東京都］＞ 

 

 

＜空き家総数の内訳［東京都］＞ 

 

  資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年度）  

（単位：万戸）

賃貸用
その他

（居住世帯が長期不在等）

二次的住宅

（別荘等）
売却用

腐朽・破損なし

（65.6）
49.0 11.0 1.0 4.6

腐朽・破損あり

（16.1）
10.9 4.2 0.2 0.8

合計

（81.7）
59.8 15.2 1.2 5.4

空き家総数（約82万戸）の内訳(東京都)
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【施策の方向】 

■ 高齢者向け住宅等の供給を促進します 

○ サービス付き高齢者向け住宅等を、平成 37年度末までに 2万 8千戸整備すること

を目標とします。 

○ サービス付き高齢者向け住宅について、地域包括ケアの考え方を踏まえ、高齢者

が医療や介護を要する状態になっても、安心して暮らし続けることができる住宅の

供給を促進します。 

○ 多様な価値観を持つ高齢者が、多世代とのふれあいや地域とのつながりを通じて、

安心して生きがいを持って住み続けられるよう、一般住宅との併設など、多様なサ

ービス付き高齢者向け住宅の整備を促進していきます。 

○ 既存建物を改修し、サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進するため、登録基

準の緩和や供給促進策を推進していきます。 

○ 都営住宅の建替えに当たり、事業に支障のない範囲で、シルバーピアの整備を促

進します。 

○ 東京都住宅供給公社では、公社住宅の建替えにより創出した用地を活用して、サ

ービス付き高齢者向け住宅の整備や高齢者福祉施設などの整備を促進します。 

 

 ■ 高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進します 

○ 高齢者の多様なニーズに対応するため、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅である

東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録制度について広く情報提供し、高齢者の入居支

援を図ります。 

○ 空き家等を活用して、住宅セーフティネット法に基づく高齢者等の入居を拒まな

い登録住宅への支援を行うことにより、その供給を促進します。 

○ 高齢者など住宅確保要配慮者向け住宅への改修などに係る費用の助成等により、

区市町村が行う空き家の利活用を支援します。 

  ○ 高齢者の居場所など、地域の活性化に資する施設への改修などに係る費用の助成

等により、区市町村が行う空き家の利活用を支援します。 
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【主な施策】 

・サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度〔都市整備局〕 

  高齢者住まい法に基づき、バリアフリー構造等を有し、安否確認サービス、生活相

談サービス等が提供される賃貸住宅等を都7に登録し、高齢者に広く情報提供を行いま

す。 

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度【都市整備局】 

  住宅セーフティネット法に基づき、規模・構造・設備等について、一定の基準を満

たし、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、広く情報提供を行います。 

・東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度〔都市整備局〕 

  高齢者が不合理な入居制限を受けることなく、市場を通じて、ニーズに応じた住ま

いを円滑に確保できるよう、東京シニア円滑入居賃貸住宅登録・閲覧制度の普及を図

り、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅について、広く情報提供を行います。 

・東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業（仮称）〔都市整備局・福祉保健局〕 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる住まいの確保を図るため、医

療・介護サービス事業所と連携したサービス付き高齢者向け住宅に対し整備費の一部

を補助します。 

  さらに、サービス付き高齢者向け住宅に医療・介護サービス事業所を併設し、医療・

介護・住宅の三者が相互に連携したサービス提供体制が整っている場合等には加算し

て補助を行います。 

・一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業〔都市整備局〕 

  サービス付き高齢者向け住宅の整備に併せ、一般住宅を併設し、居住者がつながり

を保ちながら生活できる住宅や交流施設等の設計費・整備費の一部を補助します。 

・東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業〔都市整備局〕 

  バリアフリー構造等を有し、安否確認サービス、緊急時対応サービスの利用可能な

住宅の供給を促進するため、東京都高齢者向け優良賃貸住宅の整備の推進に取り組む

区市町村を支援していきます。 

・シルバーピア事業〔都市整備局、福祉保健局〕 

  高齢者が住み慣れた地域社会の中で安心して生活できるよう、安否確認、緊急時の

対応等を行う生活援助員又はワーデン（管理人）を配置し、バリアフリー化等、高齢

者向けに配慮された公的賃貸住宅を整備する区市町村を支援していきます。 

・空き家利活用等区市町村支援事業〔都市整備局〕  

  高齢者など住宅確保要配慮者向け住宅への改修などに係る費用の助成等により、区

                            
7 八王子市については、平成 27年 4月 1日より登録事務を市に移管 
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市町村が行う空き家の利活用を支援します。 

  高齢者の居場所など、地域の活性化に資する施設への改修などにより、区市町村が

行う空き家の利活用を支援します。 

・生活支援付すまい確保事業〈再掲〉〔福祉保健局〕 

  住宅に困窮し、日常生活に不安のある低所得高齢者等が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、居住支援協議会等を活用して、住まいの確保と見守り等の生活支援を

一体的に提供する区市町村の取組を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅等の整備目標 

 

 

 

 

 

【現状】 

平成 30年 3月 1日時点 

●●戸 

【目標】 

平成 37年度末 

2万 8千戸 
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＜一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅＞ 

サービス付き高齢者向け住宅を中心とした 

多世代交流の促進の事例に関するコラムを 

追加予定 
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空き家を活用した事例に関する 

コラムの掲載を検討中 
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（３）高齢者向け住宅の質の確保 

【現状と課題】 

＜サービス付き高齢者向け住宅の登録基準＞ 

○ サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法では、状況把握（安否確認）な

どの生活支援サービスの提供が必須とされていますが、緊急時対応サービスは必須

とされていません。 

○ また、介護、家事、食事、健康管理のいずれかを提供するサービス付き高齢者向

け住宅は有料老人ホームに該当するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律（平成 17年法律第 124号）に基づく高齢者虐待防止等の措

置が義務付けられていますが、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向

け住宅には同法による義務付けがないなど、サービスの質の確保が課題となってい

ます。 

 

＜入居者のサービス選択の自由の確保＞ 

○ 都内のサービス付き高齢者向け住宅のうち、介護保険サービス事業所と連携して

いる住宅は全体の 89.0％、診療所や訪問看護ステーションなどの医療サービス事業

所と連携している住宅は 97.5％、介護保険サービス事業所又は医療サービス事業所

と連携している住宅は 99.2％となっており8、多くの住宅が、医療・介護事業所と連

携している状況です。ただし、緊急時対応に係る協力等にとどまる住宅もあれば、

定期的なミーティングやＩＴシステムを活用した情報共有等綿密な連携を行ってい

る住宅もあり、連携の状況は、住宅によって異なります。一方で、住宅の入居者の

平均要介護度は、平成 28 年 7 月現在 1.61 となっており、住宅における医療・介護

連携の質の確保と向上が今後ますます重要となることが想定されます。 

○ 高齢者向け住宅では、生活支援サービスとして、食事、入浴の介助など介護サー

ビスを提供するものも見られますが、住宅におけるサービスや外部の医療・介護サ

ービスなど、提供されるサービスの違いが入居者にとって分かりづらい、サービス

の選択の自由が十分に確保されていない、という状況が一部に見受けられます。 

  

                            
8 東京都都市整備局住宅政策推進部「平成 28年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」（平成 28年度） 
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 ＜サービス付き高齢者向け住宅に対する指導＞ 

○ サービス付き高齢者向け住宅については、都道府県等による登録制度（5 年ごと

に更新）があり、登録後の登録事項の状態を継続的に把握し住宅の質を確保するこ

とが求められています。 

 

＜医療サービス事業所・介護保険サービス事業所との連携の状況について＞ 

 

資料：東京都都市整備局住宅政策推進部「平成 28年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」 

  

医療サービス事業所又は介護保険サービス事業所と連携 235件 (99.2%)

医療サービス事業所・介護保険サービス事業所の両方と連携(a) 207件 (87.3%)

医療サービス事業所のみと連携(b) 24件 (10.1%)

医療サービス事業所と連携(a)+(b) 231件 (97.5%)

介護保険サービス事業所のみと連携(c) 4件 (1.7%)

介護保険サービス事業所と連携(a)+(c) 211件 (89.0%)

2件 (0.8%)

237件 (100.0%)

住宅数（構成比）連携の状況

医療サービス事業所・介護保険サービス事業所いずれも連携なし

計
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【施策の方向】 

 ■ サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化の取組を進めます 

○ サービス付き高齢者向け住宅の都の登録基準について、国が定める登録基準に加

え、引き続き緊急時対応サービスの実施を条件とします。 

○ 有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅に対しても、高齢者虐

待の防止等のための適切な対策を講じることを都独自の登録基準として定めます。 

 

 ■ サービス内容等の情報公開を進めます 

○ サービス契約を入居者と交わす際の留意点や提供すべきサービスの内容等につい

て、「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針9」に基づき、事

業者が提供するサービスの質を担保するとともに、高齢者向け住宅で提供されるサ

ービスの内容等を都民により分かりやすいものとしていきます。 

○ 高齢者向け賃貸住宅において提供される緊急時対応、安否確認、食事の提供など

の生活支援サービスに係る契約書等を公表することにより、サービスの質の確保を

図ります。 

○ 「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドライン」に基づ

き、サービス付き高齢者向け住宅ごとの医療・介護との連携の取組等を公表し、医

療・介護連携の質の確保と向上を図ります。 

 

 ■ サービス付き高齢者向け住宅に対する現地検査等の取組を進めます 

○ サービス付き高齢者向け住宅について、高齢者住まい法に基づいて平成 25年度か

ら実施している現地検査等を引き続き実施します。 

○ また、有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住

宅に対しては、東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく指導も実施してい

きます。 

  

                            
9 高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針 

高齢者向け住宅で提供される生活支援サービスについて、都が住宅事業者及びサービス事業者に遵守を求め

る事項を定めたもの。これらの事業者の責務を明示するとともに、生活支援サービスの提供に関する事項、契

約に関する事項等について示している。 
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【主な施策】 

・サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化〔福祉保健局、都市整備局〕 

  高齢者の居住安定確保プランに基づき、サービス付き高齢者向け住宅に対して、以

下の取組を引き続き求めていきます。 

 ① 「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守 

 ② 「生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容届出・公表

事業実施要綱10」に基づく届出 

 ③ 入居者に提供する基本サービスとして、状況把握（安否確認）、生活相談のほか、

緊急時対応の実施 

 ④ 高齢者虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策の実

施（委託、業務提携等によりサービスを提供する事業者も対象とする。） 

・「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守〔福祉保健局〕 

  高齢者向け住宅で提供されるサービスの質を確保するため、サービス付き高齢者向

け住宅に加え、東京シニア円滑入居賃貸住宅に対しても、「高齢者向け住宅における

生活支援サービス提供のあり方指針」に基づくサービス提供を求めていきます。 

・高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業〔福祉保健局〕 

  高齢者が自身の希望に沿った生活支援サービスを提供している住まいを選ぶことが

できるよう、事業者からの届出を受け、都内の高齢者向け住宅で提供している生活支

援サービスの契約書等を、都のホームページで公表します。 

・サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドラインの運用 

 〔福祉保健局〕 

  高齢者が医療や介護が必要になっても、安心して住み続けられるよう、「サービス

付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドライン」に基づき、住宅ごとの

医療・介護連携の取組等の状況を、都のホームページで公表し、医療・介護連携の質

の確保・向上を図ります。 

・サービス付き高齢者向け住宅の現地検査〔都市整備局、福祉保健局〕 

  高齢者住まい法に基づくバリアフリー構造等の基準や「高齢者向け住宅における生

活支援サービス提供のあり方指針」等に基づく事項との適合状況について、住宅の現

地検査を行います。 

                            
10 生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容届出・公表事業実施要綱 

都が「高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業」の実施について定めた要綱 
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＜医療と介護が連携したサービス付き高齢者向け住宅＞ 

東京都住宅供給公社の取組事例について 

コラムを追加予定 
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２ 高齢者向け施設（介護保険施設、有料老人ホーム等）の確保 

○ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、●●ペ

ージから●●ページまでを、認知症高齢者グループホームについては、●●ページか

ら●●ページまでを参照してください。 

○ 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、都市型軽費老人ホームについては、●●ページ

から●●ページまでを参照してください。 

  



 

182 
 

３ 福祉のまちづくりの推進 

【現状と課題】 

＜建築物や道路、公共交通等における整備＞ 

○ 高齢者や障害者等を含めた全ての人が安全で快適に移動し、施設を利用するため

には、駅や公共施設を中心とした周辺地域のバリアフリー化や公共交通施設の整備、

道路・公園等のバリアフリー化が不可欠であり、継続的な取組が必要です。 

○ 法律や条例に基づき、建築物や道路・公園等のバリアフリー化は進んでおり、東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）

も見据えて、施設等の整備をより一層進めるとともに、利用者の視点からより利用

しやすい整備に向けた取組を推進していく必要があります。 

 

＜施設・設備の適正利用やニーズに応じた速やかな情報提供＞ 

○ ハード面でのバリアフリー化とあわせて、心のバリアフリーを推進することも重

要であり、高齢者や障害者等、人々の多様性について理解を図るとともに、施設・

設備の適正利用等を進める必要があります。  

○ あらゆる場面で必要な情報を適切な時期に容易に入手し、発信できるための配慮

を行うことが大切であることから、視覚や聴覚に障害のある人など障害特性に応じ

た情報バリアフリーの取組を展開していく必要があります。 
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【施策の方向】 

 ■ 円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化を推進します 

○ 高齢者や障害者を含めた全ての人が安全、快適に移動し、施設を利用できるよう、

道路や公園の整備を進めるとともに、鉄道駅におけるエレベーターやホームドアの

整備、ノンステップバスの整備など、公共交通の利便性の向上に向けた取組を進め

ていきます。  

○ 一定規模以上の飲食店や公共建築物の建築、増築等について、引き続き法律や条

例に基づくバリアフリー化の義務付けや、誘導的な基準に適合する建築物の認定制

度等によって整備を進めていくとともに、高齢者や障害者など当事者の意見を踏ま

えたより使いやすい施設整備に向けた取組を推進していきます。 

 

■ 心のバリアフリー及び情報バリアフリーに向けた取組を推進します 

○ 心のバリアフリーを推進していくため、高齢者や障害者を含めた人々の多様性の

理解を図る学校や地域での学習会や、施設や設備の適正利用に向けた普及啓発等の

取組を一層進めていきます。  

○ 高齢者等にもわかりやすい案内サインの整備やホームページによる情報提供等、

情報バリアフリーに向けた取組を進めていきます。 
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【主な施策】 

・福祉のまちづくりの普及・推進〔福祉保健局〕 

  高齢者、障害者を含めた全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができ

るまちづくりを実現するため、高齢者・障害者団体や事業者団体の代表者、学識経験

者等で構成する東京都福祉のまちづくり推進協議会の開催やパンフレットの作成、バ

リアフリーに関する情報提供などを行います。 

・心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援［地域福祉推進区市町村包括補助

事業］〔福祉保健局〕 

  学校や地域でのユニバーサルデザイン教育や福祉のまちづくりサポーターの養成、

事業者の接遇向上に向けた普及啓発など、区市町村の様々な取組を促進し、思いやり

の心の醸成と社会参加を図ります。 

・情報バリアフリーに係る充実への支援[地域福祉推進区市町村包括補助事業] 〔福祉保

健局〕 

  地域のバリアフリーマップの作成やコミュニケーション支援ボードの普及など、区

市町村の様々な取組を促進し、誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備しま

す。 

・ユニバーサルデザインに関する情報サイトによる情報提供〔福祉保健局〕 

  ユニバーサルデザインに関する情報を一元的に閲覧できるポータルサイト「とうき

ょうユニバーサルデザインナビ」により、各種施設におけるバリアフリー情報等を提

供します。 

・ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業〔福祉保健局〕 

  東京 2020大会に向けて、障害者等を含む住民参加による建築物や公園等の調査を行

い、その意見を踏まえた改修を行う区市町村を支援します。また、公共施設のトイレ

の洋式化に取り組む区市町村を支援します。 

・道路や公園等の都市施設における福祉のまちづくりの推進〔都市整備局、建設局〕 

  道路事業・河川事業・公園事業・市街地開発事業などによる都市施設の整備におい

て、誰もが安全で快適な移動ができる、住みやすいまちづくりの実現に配慮します。 

・だれにも乗り降りしやすいバス整備事業〔都市整備局〕 

  高齢者等をはじめ、誰でも乗り降りしやすいノンステップバスの整備を進めるため、

民営バス事業者が行う車両の購入を支援します。 

・鉄道駅総合バリアフリー推進事業〔都市整備局〕 

  公共交通機関における安全性や円滑な移動を確保するため、鉄道駅におけるホーム

ドア、エレベーター等の整備を支援します。また、旅客施設及び周辺地区のバリアフ

リー化を進めるため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成
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18年法律第 91号）に基づく区市町村の基本構想作成に対する支援を行います。 

・宿泊施設のバリアフリー化支援事業〔産業労働局〕 

  高齢者や障害者等が、観光やビジネスのために都内宿泊施設を安全かつ円滑に利用

できるよう、都内宿泊施設が行うバリアフリー化の取組を支援します。 

・東京ひとり歩きサイン計画〔産業労働局〕 

  外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた全ての人が安心して東京の観光を楽しめる

ように、ピクトグラム（絵文字）や多言語で表記した観光案内標識を設置します。ま

た、各区市町村等に対して、案内サインの統一化を周知・促進していきます。 

・バリアフリー観光の推進〔産業労働局〕 

  高齢者や障害者等が旅行するにあたっての支障となるバリアとバリアフリーの情報

を集約・発信し、旅行先や行程等を選択できる環境を整えます。 

・観光バス等バリアフリー化支援事業〔産業労働局〕 

  高齢者や障害者等が安心して都内観光を楽しめる環境を整備するため、主要な交通

インフラであるリフト付観光バスの導入等を支援します。 

・アクセシブル・ツーリズムの推進〔産業労働局〕 

  高齢者や障害者等が積極的に外出して、様々な交通機関を快適に利用しながら旅行

などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進します。 
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４ 安全・安心の確保 

（１）防災・防火等への取組 

【現状と課題】 

＜災害時等における要配慮者への対応＞ 

○ 平成 23 年に発生した東日本大震災では多くの要配慮者に支援が行き届かなかっ

たことから、各区市町村においては、国が定めた「避難行動要支援者の避難行動支

援に関する取組指針」（平成 25 年 8 月）に基づき、避難行動要支援者名簿や避難支

援プラン（全体計画・個別計画）の策定など避難支援体制の整備が進められている

ところです。 

○ 平常時から避難行動要支援者名簿に関する情報を収集・管理するとともに、関係

機関においてこれを共有し、災害時の迅速な対応に活用することが求められます。 

○ 情報の収集と共有化に当たっては、当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第

三者の個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならず、地

域の特性や実状を踏まえつつ、名簿情報に基づき区市町村が個別に避難行動要支援

者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれます。 

○ また、火災・地震等の災害や日常生活における事故による死者・負傷者等の分析

を行い、被害の実態を踏まえて、要配慮者が被害を回避・軽減するための留意点な

どを情報発信するとともに、関係各機関が連携して要配慮者の居住環境の安全対策

を行うなど、きめ細かな支援を推進していく必要があります。 

○ 都は、平成 28年熊本地震の発生を受け、被災地の社会福祉施設等へ介護職員を派

遣するなど、要配慮者への支援活動を実施してきました。 

○ 都では、その経験も生かし、関係機関（東京都、東京都社会福祉協議会、東京都

社会福祉協議会施設部会、各職能団体、区市町村社会福祉協議会、区市町村）が顔

の見える関係を築き、災害時に連携して被災状況を把握し、福祉施設や二次避難所

に対する支援を円滑かつ機動的に実施することを目的として、東京都災害福祉広域

支援ネットワークを平成 28年度に構築しました。今後、関係機関の連携を深め、要

配慮者への支援体制充実を図っていく必要があります。 

○ 平成 25 年 12 月の消防法施行令の一部改正により、スプリンクラー設備及び自動

火災報知設備等の設置基準が強化され、平成 30年 4月から避難が困難な要介護者が

主として入居する施設については設置が義務化されました。 

○ 水防法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 31 号）の施行により、区市町

村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要

配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成等が義務付けられまし

た。 



 

187 
 

 

＜感染症の予防と発生時の対策＞ 

○ 免疫力の低下した高齢者が入所する施設においては、感染症を発生させないこと、

まん延させないことが重要です。 

○ インフルエンザや感染性胃腸炎等、様々な感染症の発生に的確に対応できるよう、

高齢者施設の全ての職員が感染症についての基本的な知識と対応策を身に付ける必

要があります。 
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【施策の方向】 

 ■ 要配慮者等への対策を強化します 

○ 都は、これまでも区市町村が実施する要配慮者に関する情報の共有化、関係機関

との連携、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援プラン（個別計画）策定などの

避難支援体制の整備や、避難所、二次避難所（福祉避難所）、在宅における要配慮者

の生活を支援する体制の整備に対する支援を行ってきました。引き続き、区市町村

の取組に対する支援を実施していきます。 

○ 避難行動要支援者名簿情報について、区市町村や関係機関と連携し、民生・児童

委員等を含め、共有・管理・活用を行えるような地域の協力体制づくりを推進する

とともに、防火防災診断等を通して、要配慮者の居住環境の安全化を図り、災害時

における被害軽減を図っていきます。 

○ 関係行政機関、民生・児童委員、自主防災組織、町内会・自治会等の連携による

地域住民が一体となった協力体制づくりを積極的に推進し、地域の総合的な防災対

応力の強化を図ります。 

○ また、区市町村における要配慮者対策の一体的な向上を図るため、区市町村の関

係者に対し、理論と実践の両面から理解を深める要配慮者研修を行います。 

○ さらに、災害時を想定した訓練等を通じ、東京都災害福祉広域支援ネットワーク

の具体的検討を進め、災害時における要配慮者支援体制の充実に努めます。 

○ 災害、日常生活事故等の対策に関しては、「住宅火災の実態」及び「知って防ごう！

救急搬送データからみる日常生活の事故」を取りまとめ、情報を発信するなど、要

配慮者を対象にした広報・普及啓発に努めます。 

 

■ 感染症対策を推進します 

○ 特別養護老人ホーム等の高齢者施設の管理者や職員向けに「感染症対策指導者養

成研修」を実施し、感染症の予防や発生時の対応、まん延防止など感染症対策の徹

底を図ります。 

○ 新型インフルエンザなどを含めた感染症の予防及びまん延防止に向け、施設の体

制整備や職員の知識習得の支援に取り組んでいきます。 
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【主な施策】 

・災害時要配慮者支援体制整備の推進〔福祉保健局〕 

  区市町村に対し、避難支援プラン（個別計画）の策定に向けた取組等、地域での避

難支援体制の整備に必要な経費の一部を補助します。 

・災害時要配慮者対策の推進〔福祉保健局〕 

  区市町村の福祉保健・防災担当者を対象に、要配慮者支援に係る研修を実施すると

ともに、災害時に関係機関が連携して福祉施設や二次避難所に対する支援を実施でき

るよう、東京都における災害福祉広域支援ネットワーク体制の充実・強化を行います。 

・住宅防火対策等の推進〔東京消防庁〕 

  住宅火災による高齢者の死者を減少させるため、防火防災に関する相談の実施、住

宅用火災警報器の条例どおりの設置及び維持管理の促進、火災予防意識の向上を図る

ためのリーフレットの作成・配布を行います。 

・要配慮者に対する安全対策の充実強化〔東京消防庁〕 

  要配慮者の災害や日常生活事故による被害を軽減するため、区市町村の防災及び福

祉部局、民生・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、電気・ガス事業

者等の関係各機関と連携し、総合的な防火防災診断を実施します。また、要配慮者対

応を取り入れた防火防災訓練や町会・自治会、老人クラブ、福祉関係者に対する防火

防災講習会などの事業を積極的に推進します。 

・地域協力体制づくりの推進〔東京消防庁〕 

  区市町村等で実施する福祉対策や避難行動要支援者対策と連携して、地域の町会、

自治会等における避難行動要支援者の協力体制づくりを推進します。 

・社会福祉施設等耐震化の推進〈再掲〉〔福祉保健局〕 

  都内の民間福祉施設等の耐震化を促進していくため、耐震化に係る経費の一部を補

助します。 

・社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業〈再掲〉〔福祉保健局〕 

  社会福祉施設等の耐震化を促進していくため、耐震化が必要な施設を個別訪問し、

状況に応じた相談・提案、アドバイザーの派遣などを行います。 

・社会福祉施設等に対する自衛消防訓練の推進〔東京消防庁〕 

  事業者と連携して、使用実態に即した実践的な訓練や夜間体制を踏まえた自衛消防

訓練指導を強化します。 

・感染症対策指導者養成研修〔福祉保健局〕 

  特別養護老人ホーム等の管理者や職員を対象に、感染症の予防や対応についての研

修を実施します。 



 

190 
 

（２）交通安全対策 

【現状と課題】 

 ＜高齢者の交通事故防止＞ 

○ 平成 28 年における都内の交通事故による死者数は 159 人でしたが、そのうち 65

歳以上の高齢者の死者数は 63人で、交通事故死者数全体に占める割合は 39.6％と、

年齢層別で最も高くなっています。 

○ 高齢者の交通事故死者数のうち、歩行者の死者数が 31 人で 49％を占めており、

高齢者自身が、加齢に伴い身体機能が低下していることへの認識が不足していたり、

歩行者用信号の無視、横断禁止場所での道路の横断など、基本的な交通ルールを守

らずに交通事故で亡くなるケースが散見されます。 

○ 都では、平成 28 年 4 月に策定した「第 10 次東京都交通安全計画」（平成 28 年度

から平成 32 年度まで）において、「高齢者の交通安全の確保」を重点課題と位置付

け、高齢者自身の交通安全の意識の高揚を図り、交通安全対策を推進しています。 

 

【施策の方向】 

■ 高齢者に向けた交通安全の普及啓発に取り組みます 

○ 春・秋の全国交通安全運動などの交通安全キャンペーンを中心に、あらゆる広報

媒体を活用した普及啓発を行うとともに、①反射材の普及促進、②参加・体験型講

習会の充実、③運転経歴証明書の普及を重点的に推進していきます。 

 

 高齢者に期待される取組 

○ 交通事故に遭わないためには、高齢者自身が「もしかしたら交通事故に遭うかも

しれない」という意識を持つことが重要です。 

○ 高齢者自身が、加齢に伴い身体機能が低下し、以前のような速度では歩けないこ

と、突発時の行動が取れなくなっていることを理解するとともに、信号を守る、道

路標識に従うといった基本的な交通ルールを遵守する、夕暮れ・夜間の歩行中・自

転車乗用中等に交通事故に遭わないために、外出時にはドライバー等から目立つよ

う必ず反射材用品等を活用したり、明るく目立つ色の服を着用するなど、交通事故

を意識し、他の交通に広く目を向け、無理のない行動を心掛けることが必要です。 

 

一般ドライバーに期待される取組 

○ 高齢者の運動能力の低下や、視覚・聴覚の低下といった特性を理解し、高齢者を

見掛けたら安全な間隔を空ける、徐行するなど「思いやりのある運転」を心掛ける

ことが大切です。 
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【主な施策】 

・区市町村の交通安全教育担当者への実務講習会〔青少年・治安対策本部〕 

  区市町村の交通安全教育担当者を対象に、交通安全に関する知識及び実務能力を身

に付ける講習会を実施し、区市町村が行う交通安全教育を支援します。 

・参加・体験型の交通安全教育〔青少年・治安対策本部〕 

  道路横断時の危険性を疑似体験できる「歩行者シミュレータ15」や、反射材効果を視

認できる「くらピカＢＯＸ16」等による交通安全教育を実施します。 

・地域交通安全ふれあい事業〔青少年・治安対策本部〕 

  区市町村が主催する高齢者対象の講習会等において、俊敏性測定器や反射材効果体

験ツール（くらピカＢＯＸ）、自転車シミュレータ等を用いた参加・体験型の交通安全

教室を都が出前形式で実施して、地域の交通安全意識の向上を図ります。 

・シルバーパス用パンフレットへの啓発記事の掲載〔青少年・治安対策本部〕 

  東京都シルバーパス用パンフレット「東京都シルバーパスを利用されるみなさまへ」

（一般社団法人東京バス協会作成）に、「交通事故防止のポイントや運転免許の自主返

納制度」の記事を掲載し、高齢者交通事故防止の普及啓発を行います。 

・交通安全ワンポイントアドバイスを兼ねた反射材直接貼付活動〔警視庁〕 

  生活サイクルポイント17において反射材直接貼付活動をはじめとする諸活動を推進

して、交通安全教育等に接する機会の少ない不特定多数の高齢者に交通安全を啓発し

ていきます。  

・高齢運転者に対する取組み〔警視庁〕 

  交通安全教育センターにおいて実施している「シルバードライバーズ教室」18や、教

習所において運転の練習を呼び掛ける「TOKYOドライブ・トレーニング キャンペーン」

19等の機会を通じて、安全な運転に必要な技能・知識を再確認させる取組みを推進して

いきます。 

  

                            
15 歩行者シミュレータ 

大画面に３Ｄで表現された街並みが再現され、その場で歩くように「足踏み」または「腕振り」をすること

により、歩行疑似体験ができる機材。安全な道路の歩き方・横断の仕方について、体験的に学べ、横断時の錯

覚や思い込みの危険性など、道路横断時に対する体験者の自己防衛機能を高めることができます。 
16 くらピカＢＯＸ 

暗幕処理をした体験ツール内部の反射材に光を当て、体験者がスコープを覗くことにより、反射材の効果を

視覚で確認できる効果体験ツール 
17 高齢者が日常生活を送るうえで必ず巡る地点や場所（例：駅・バス停、商業施設、医療、主要交差点など） 
18 毎月第１金曜日開催（８月は休講） 
19 高齢運転者に運転練習を習慣付けてもらう取組みで、自動車教習所等の専門機関において「年１回程度」は

運転練習をするように呼びかけるキャンペーン 
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